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市
で
は
、中
学
生
か
ら
高
校

生
相
当
の
年
齢（
重
度
心
身
障

が
い
者
・
ひ
と
り
親
家
庭
は
マ

ル
福
で
対
応
）ま
で
の
外
来
の

医
療
費
や
、一
部
の
小
児
の
入

院
・
外
来
の
医
療
費
に
対
し
、市

独
自
の
医
療
費
制
度「
す
こ
や

か
」で
助
成
を
行
っ
て
い
ま
す
。

県
内
医
療
機
関
を

受
診
す
る
と
き
は
…

　

医
療
機
関
の
窓
口
で
受
給
者

証
と
健
康
保
険
証
を
提
示
し

て
く
だ
さ
い
。

県
内
医
療
機
関
に

入
院
す
る
と
き
は
…

　

す
こ
や
か
受
給
者
証
の
有
効

期
間
欄
に【
外
来
の
み
有
効
】と

記
載
が
あ
る
方
は
、入
院
用
の

マ
ル
福（
桃
色
）が
必
要
と
な
り

ま
す
。保
険
年
金
課
ま
た
は
さ

し
ま
窓
口
セ
ン
タ
ー
で
交
付
を

受
け
て
く
だ
さ
い
。　　

　

た
だ
し
、所
得
の
申
告
を

行
っ
て
い
な
い
方
や
転
入
さ
れ

て
す
ぐ
の
方
は
、す
ぐ
に
交
付

で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

保
険
年
金
課
ま
で
ご
連
絡
く

だ
さ
い
。

県
外
医
療
機
関
を

受
診
す
る
と
き
は
…

　　

受
給
者
証
は
使
え
ま
せ
ん
。

受
診
し
た
月
の
翌
月
以
降
に
、

次
の
必
要
書
類
等
を
お
持
ち
の

う
え
、保
険
年
金
課
ま
た
は
さ

し
ま
窓
口
セ
ン
タ
ー
で
払
い
戻

し
の
申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

必
要
書
類
等

◦
受
給
者
証

◦
領
収
書

◦
通
帳

す
こ
や
か
受
給
者
証

受
給
者
数　

２
５
９
３
人

（
令
和
３
年
10
月
末
現
在
）

市
独
自

す
こ
や
か
受
給
者
証
は
お
持
ち
で
す
か
？

問
企
画
課
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市
内
で
新
た
に
結
婚
生
活

を
始
め
る
た
め
の
新
居
の
購

入
費
や
家
賃
、
引
越
費
用
の

一
部
を
助
成
し
ま
す
。（
予
算

に
限
り
が
あ
り
ま
す
の
で
、
お

早
め
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。）

ど
ん
な
世
帯（
夫
婦
）が

対
象
な
の
？

　

次
の
全
て
の
条
件
を
満
た

す
世
帯（
夫
婦
）で
す
。

◦�

令
和
3
年
1
月
1
日
か
ら

令
和
4
年
3
月
31
日
ま
で

の
間
に
婚
姻
届
を
提
出
し

て
い
る
こ
と

◦�
夫
婦
と
も
に
婚
姻
日
に
お

け
る
年
齢
が
39
歳
以
下
で

あ
る
こ
と

◦�

夫
婦
の
年
間
所
得
の
合
計
が

４
０
０
万
円
未
満
で
市
税

な
ど
の
滞
納
が
な
い
こ
と

◦
新
居
が
市
内
に
あ
る
こ
と

◦�

他
の
公
的
制
度
に
よ
る
家

賃
補
助
な
ど
を
受
け
て
い

な
い
こ
と

ど
ん
な
費
用
が
対
象
な
の
？

❶ �

住
居
の
購
入
費
用
（
新
築

ま
た
は
中
古
住
宅
の
購
入

費
用
）

❷���

住
居
の
賃
借
費
用
（
家
賃
、

敷
金
、
礼
金
、
共
益
費
、

仲
介
手
数
料
な
ど
）

❸ �

新
居
へ
の
引
越
費
用
（
引

越
業
者
ま
た
は
運
送
業
者

に
支
払
っ
た
費
用
）

い
く
ら
補
助
を

受
け
ら
れ
る
の
？

❶
～
❸
を
合
わ
せ
て

１
世
帯
あ
た
り 

最
大
30
万
円

申
請
方
法
は
？

　

企
画
課
ま
で
お
問
合
せ
く

だ
さ
い
。

市ホームページ
からもご確認

いただけます▼

坂
東
市

坂
東
市
結
婚
新
生
活

結
婚
新
生
活
支
援
補
助
金

支
援
補
助
金

制
度
が
拡
充
さ
れ
ま
し
た

問
保
険
年
金
課
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■ 

付
加
保
険
制
度
と
は

　

老
後
に
よ
り
多
く
の
年
金

を
受
け
た
い
と
考
え
て
い
る

方
の
た
め
の
制
度
で
す
。

　

毎
月
の
国
民
年
金
保
険
料

に
、付
加
保
険
料
を
上
乗
せ
し

て
納
付
す
る
と
、付
加
年
金

が
老
齢
基
礎
年
金
に
上
乗
せ

し
て
支
給
さ
れ
ま
す
。

■ 

付
加
保
険
料
の
額
は
定
額

　

付
加
保
険
料
の
額
は
１
か

月
４
０
０
円
で
す
。付
加
保
険

料
を
納
付
で
き
る
の
は
、国
民

年
金
の
第
１
号
被
保
険
者
ま

た
は
任
意
加
入
被
保
険
者
の

方
で
す
。

　

付
加
保
険
料
の
納
付
手
続

き
な
ど
に
つ
い
て
は
、保
険
年

金
課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

国
民
年
金

付
加
保
険
料
を

納
付
し
ま
せ
ん
か
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